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（長期継続契約）市川市生活保護受給者訪問等自立支援事業業務委託仕様書 

 

 この仕様書は、市川市（以下「委託者」という。）が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務

を履行するために必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 件  名  （長期継続契約）市川市生活保護受給者訪問等自立支援事業業務委託 

 

２ 業務目的 

 本業務は、生活保護受給者の日常生活の安定、社会生活の自立、年金収入による自立の支援を図

るため、相談支援、生活課題解消支援、社会参加促進支援、年金調査等を実施し、福祉の充実及び

業務の効率化を図ることを目的とする。 

 

３ 委託場所 市川市南八幡２丁目２０番２号 市川市役所第２庁舎５階 市川市福祉部生活支援課 

 

４ 委託期間 令和８年６月１日から 令和１１年５月３１日まで 

 

５ 業務内容 

(1) 相談支援業務 

(ア)受託者は、生活保護を受給している世帯のうち委託者が(1)～(5)の業務に係り指定する世帯

（以下「支援対象者」という。）の住居を月１回基本に訪問し、支援対象者の安否確認、生活

環境の確認及び生活状況の把握を行う。 

(イ)受託者は、支援対象者から日常生活に関する相談があれば、これを受け助言を行う。また、

必要に応じ委託者、関係機関、支援者等へ報告する。 

(ウ)受託者は、健康・生活面で安定している支援対象者について、上記 (ア) の訪問を電話に替

えることができる。ただし、３ヵ月に１回は訪問面接を行うものとする。 

(エ)受託者は調査結果について委託者の用意する生活保護行政システムへの入力を行うこと。 

(2) 生活課題解消支援 

 受託者は支援対象者が抱えている生活課題の解消のため必要な支援を行うものとする。生活課

題については(ア)のとおりとし、(イ)の方法により解消を図るよう支援を行うこと。 

(ア)生活課題の例は概ね以下のとおりとし、受託者は(1)相談支援業務より得られた情報及びそ

の他委託者から提供される情報により把握することとする。 

A) 介護保険サービスの利用及び適正化に関すること 

B) 障害福祉サービスの利用及び適正化に関すること 

C) 要介護認定申請のための通院に関すること 

D) 身体的、精神的理由により通院が困難な支援対象者の通院に関すること 

E) 入院・退院・転院に関すること 

F) 介護予防事業等福祉サービス事業の利用に関すること 

G) 法律相談の利用に関すること 

H) 銀行等口座開設等に関すること 

I) 住居及び家財の維持管理に関すること 

J) 不動産等の新規契約及び更新、転居、退去に関すること 

K) 固定電話の設置、利用および携帯電話の契約、利用に関すること 

L) 消費生活被害相談の利用に関すること 

M) 各種公的サービスの利用に関すること 

N) その他、委託者との協議により認められたこと 

O） 車両所有者に対する処分に関すること 

P） 年金の申請に関すること 

(イ)課題の解消のための支援の例については概ね以下のとおりとする。なお、課題解消にあたっ
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ては、支援対象者の自立助長のため必要最小限度とすることを旨とし、生活保護法（昭和２

５年法律第１４４号）以外の法律又は制度による保障、援助等を受けることができる場合は

そちらを優先させること。 

A) 必要な情報の収集 

B) 情報の提供、説明 

C) 書類作成の支援 

D) 手続きに必要な書類を揃える支援 

E) 手続きへの同行 

F) 関係機関との連絡調整 

G) 要介護認定訪問調査時の立会 

H) 工事完了確認等の立会 

I) その他、委託者との協議により認められたこと 

(ウ)受託者は支援内容及び経過について委託者の用意する生活保護行政システムへの入力を行

うこと。 

(3) 社会参加促進支援事業 

 支援対象者の社会参加促進のため、以下の活動への参加について支援を行うこと。支援内容は、

委託者や公共機関、他事業者が行う事業の情報提供や書類の作成支援、手続きのために必要な同

行支援とする。なお、受託者自らが以下の活動機会の提供を行うことを妨げない。 

A) 地域プログラム参加 

B) ボランティア参加 

C) 就労 

D) その他、委託者との協議により認められたこと 

(4) 受付業務 

(ア)受託者は、生活支援課へ来庁等により、相談を希望する支援対象者に対し、委託者が指定す

る場所（以下「執務室」という。）に従事者を常時１名以上配置し必要な対応を行うこと。 

(イ)委託者は、受託者に執務室を無償で提供し、光熱水費を負担する。受託者は必要な備品類、

消耗品類を用意すること。その他業務上必要なものが生じた場合は委託者と受託者が協議の

うえ、対応を決定するものとする。 

(5) その他書類の受領など軽易な事務 

(ア)受託者は(1)～(4)の業務を実施する際に、支援対象者から委託者に提出する申請書等の書類

（以下「申請書等」という。）の提出を依頼された場合は、受領し委託者へ提出すること。 

(イ)受託者は支援対象者から申請書等の記載について作成の支援の依頼をされた場合は必要な

支援を行うこと。 

(ウ)支援にあたっては個人情報の保護について最大限の配慮をすることとし、申請権を侵害する

行為及びそれと疑われる行為は厳にこれを慎むこと。 

(エ)支援対象者から依頼があった場合であっても他の業務の遂行に支障をきたす場合はこれを

断ることを妨げない。その場合は、申請書等がその後委託者に渡るよう必要な措置を講じる

こと。 

(6) 年金の調査業務 

(ア)受託者は、生活保護を受給している世帯のうち委託者が本業務に係り指定する世帯（以下「調

査対象者」という。）の年金受給権について、委託者が指定する年金事務所へ書面または訪問

して照会を行うこと。 

(イ)年金の請求権が確認された場合で、調査対象者の状況に応じ必要と認められる場合は、書類

の作成の支援、受託、年金事務所への同行等の手段により調査対象者の年金裁定請求を支援

すること。 

(ウ)受託者は調査開始したものについては、委託者が別途提供する「進行管理台帳」（別紙１）を

使用し進捗状況の管理及び調査結果の入力を行うこと。 

(エ)受託者は前項の調査が終了したら委託者に回答結果を付して委託者が別途提供する「報告書」



3 

 

（別紙２）を提出すること。 

(オ)調査先から回答があった文書については(エ)の報告時に原本を提出すること。 

(カ)受託者は調査結果については業務終了後速やかに破棄すること。破棄の方法については紙文

書についてはシュレッダー、電子データについては電子媒体のフォーマット等復元不可能な

方法によることとし、破棄したものについては進行管理台帳にその旨の入力を行うこと。 

 

６ 履行場所 

①  業務内容(1)～(6) 支援対象者の居所、及び支援の目的を達成するため支援対象者が指定 

（4）を除く    する場所。 

②  業務内容(4)    執務室（市川市東大和田１丁目２番１０号 分庁舎 C棟内） 

 

７ 支援・調査対象者 

(1) 業務内容(1)～(5) 

(ア)業務内容(1)～(5)の支援対象者は、委託者が生活保護を受給している世帯のうち、高齢世帯

及び生活状況が安定している障害世帯、傷病世帯並びにこれと同様の状況にある世帯から選

定するものとし、契約期間を通して支援を行うものとする。 

(イ)業務内容(2)、(3)については、支援対象者のほか、委託者が指定する世帯とし、１件あたり

概ね数時間（４時間程度を限度とする。）の対応を必要とするもので課題解消まで支援を行う

ものとする。 

(ウ)業務内容(4)、(5)については、（ア）、（イ）の対象者とする。 

(エ)対象は１，０００世帯とし、概ね（ア）は５００世帯、（イ）は５００世帯とする。 

(2) 業務内容(6) 

委託者の指定する調査対象者のうち、月あたり概ね以下の件数とする。 

データ調査件数 １２０件／月、委任状調査及び裁定請求支援件数 ５０件／月 

(3) 支援対象者、調査対象者（以下「支援対象者等」という。）は委託者と受託者の協議を行い決定す

る。委託者において支援をすることが適当でないと認める場合は、協議のうえ、これを対象者か

ら除外することができる。 

(4) 支援対象者等の追加については、前項と同様とする。 

 

８ 支援開始 

(1) 受託者は支援開始後速やかに支援対象者に対し訪問による面接を行うこと。 

(2) 委託者は支援開始に際し、支援対象者に対し受託者や事業内容についての周知を行うよう努める

こと。 

 

９ 業務実施体制 

(1) 業務実施日 

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び市

川市の休日を定める条例（平成元年６月２７日条例第１８号）第１条第１項第３号に定める日を

除く毎日。 

(2) 業務時間 

午前９時から午後５時まで（うち１時間は昼食休憩：交代で対応） 

ただし、受託者は、従事者に労働基準法（昭和２２年法律第４９号）に定める休憩時間を取得さ

せ、同法に抵触しないよう従事者を配置すること。また、(4)受付業務については継続して行うよ

うにし、業務に支障が生じないように従事者を配置すること。 

なお、上記時間外で緊急性、必要性がある場合は、電話相談等に応じ必要な対応を講じること。 

(3) 人員配置 

(ア)人員配置は１０名以上を基本とし、その内訳は以下のとおりとする。 

(イ)受託者は、業務責任者として常勤の主任相談支援員を１名、主任調査員１名を配置し市川市
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専任とすること。  

(ウ)主任相談支援員の補助として相談支援員を置くことができる。業務内容（4）については主任

相談支援員か相談支援員を常時１名以上窓口に配置することとする。 

(エ)主任調査員の補助として調査員を置くことができる。 

(オ)従事者の配置、シフト管理にあたっては、相談業務の連続性を担保するよう配慮すること。  

(カ)支援対象者等を長時間待たせることのないよう、迅速に対応できるような体制を作ること。  

(4) 従事者の要件 

(ア)主任相談支援員 

保健師免許、臨床心理士資格、社会福祉士資格、精神保健福祉士資格、社会福祉主事任用資

格のうちいずれかを有すること。 

(イ)相談支援員 

保健師免許、臨床心理士資格、社会福祉士資格、精神保健福祉士資格、社会福祉主事任用資

格のうちいずれかを有するか、福祉事務所等公共機関、社会福祉施設等において相談支援業

務の経験を有するものの指導により適正な業務を行うこと。 

(ウ)主任調査員 

社会保険労務士資格、社会福祉士資格、または社会福祉主事任用資格のうちいずれかを有す

るか、年金事務所等において年金に関する実務経験の実績があること。 

(エ)調査員 

年金事務所等において年金に関する実務経験、あるいは福祉事務所等公共機関、社会福祉施

設等において相談支援業務の経験を有するものの指導により適正な業務を行うこと。 

                                                                   

(5) 従事者の身分証の携帯・提示 

受託者は、従事者に対しその身分を証する書類を、受託者の負担で発行する。受託者が本業務を

行うときには従事者に身分証を携帯させること。また、その必要に応じて関係機関の職員等に対

し、これを提示させるものとする。 

(6) 従事者の研修 

受託者は、従事者の資質向上のため、受託者の負担において定期的な研修を計画し実施する。 

(7) 緊急時の対応 

不測の事態が生じたときには、委託者に速やかに報告すること。 

 

１０ 提出書類及び報告書 

(1) 提出書類 

受託者は、業務の実施に当たり、業務開始前に下記のとおり委託者に提出するものとする。 

(ア)業務従事者名簿 

業務に従事する者の名前、従事する業務、当該業務に必要な資格等の有無、緊急時の連絡体

制の分かる内容を備えていること。 

(イ)業務従事者の当該業務に必要な資格の写し又は能力・経歴を証明する書面 

(ウ)情報セキュリティに関する書類 

委託者と受託者は、本業務委託契約締結後速やかに「特定個人情報保護に関する覚書」（別紙

３）を取り交わし、打合せにおいて「情報セキュリティ対策チェックリスト」（別紙４）に基

づき情報管理体制の確認を行うものとする。また、必要に応じて情報セキュリティゾーンを

記したフロア図を作成し委託者の確認を求めること。 

(2) 報告書（成果品） 

受託者は、本業務の履行した成果として、次に掲げる成果品を委託者に提出するものとする。な

お、委託者が紙文書で提出を求める報告書については、委託者に持参するものとする。 

(ア)月次 

受託者は、本業務の履行結果を記載した「実績報告書」（別紙５）を作成し、毎月、委託者が

指定する日までに、「業務完了報告書」（別紙６）に添付して提出すること。また、年金の調
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査業務についても実績報告書（任意様式）を作成し、あわせて提出すること。 

(イ)委託者と受託者の協議により提出時期が定まるもの 

委託者の指定する監督職員の求めにより協議の上で、前記５業務内容(6)年金の調査業務に

係る「進行管理台帳」（別紙１）「報告書」（別紙２）を随時、提出すること。 

(ウ)各年度終了、契約終了時 

受託者は、各年度の業務終了時までに「完了届」（別紙７）を提出すること。 

 

１１ 添付資料 

(1) 別紙１ 進行管理台帳 

(2) 別紙２ 報告書 

(3) 別紙３ 特定個人情報保護に関する覚書 

(4) 別紙４ 情報セキュリティ対策チェックリスト 

(5) 別紙５ 実績報告書 

(6) 別紙６ 業務完了報告書 

(7) 別紙７ 完了届 

 

１２ その他 

(1) 広報・周知活動 

① 受託者は、四半期に１回程度、事業内容・活動状況を発信するための事業だよりを作成し、

委託者に提出すること。 

② 受託者は、委託者の職員等に対して、事業内容及び活動を周知するための研修を実施する。

研修については年１回以上行うものとし、必要な資料については受託者が作成し用意するこ

と。（対象者は１００名程度を予定。）会場については委託者において用意するものとする。 

③ 受託者は、委託者より視察の申し出があったときは、合理的な理由がある場合を除くほかこ

れに協力すること。 

(2) 移動手段について 

① 業務に使用する車両については受託者において用意すること。使用の際は道路交通法等関係

諸法令を遵守し安全運転を心がけること。自動車保険については受託者の負担において加入

すること。 

② 移動に際し公共交通機関を使用した場合は受託者の負担とする。ただし、医療機関、関係機

関等に同行した場合の支援対象者の交通費については支援対象者が負担する。同行の際は被

保護者の体調に留意し事故防止に努めること。 

(3) 委託者は受託者の業務履行内容を不適切と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者

に求めることができる。 

(4) 受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所管警察署その他関係

機関に報告するとともに応急処置を講じるものとする。 

(5) 受託者は、この業務の履行にあたり、委託者または第三者に損害を及ぼした場合には、委託者の

責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。 

(6) 受託者は、本業務に関し苦情が発生した場合には、原則受託者にて迅速かつ誠実な対応を行い、

委託者に速やかに報告を行うものとする。 

(7) 受託者は、別紙３のとおり業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、ほか

の目的に使用してはならない。個人情報の保護に関する法律を遵守すること。契約終了後も同様

とする。 

(8) 業務の履行にあたっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。 

(9) この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項への対応については、委託者と受託者がその

都度協議のうえ、決定するものとする。 
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３－１ 

特定個人情報保護に関する覚書 

 

 

 委託者と受託者とは、令和  年  月  日付で契約した（長期継続契約）市川市生活

保護受給者訪問等自立支援事業業務委託契約（以下「契約」という。）に基づく業務（以下

「業務」という。）の履行に当たり、受託者が委託者から提供を受けた行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「法」という。）第２条第９項

に定める特定個人情報及び業務の履行のために収集又は作成した法第２条第９項に定める

特定個人情報（以下「特定個人情報」という。）の取扱いに関して次のとおり覚書を締結す

る。 

 

 

 （基本的事項） 

第１条 受託者は、業務による特定個人情報の取扱いに当たっては、法を遵守し、個人の権

利利益を侵害することのないよう努めなければならない。 

 （特定個人情報の機密保持義務） 

第２条 受託者は、業務によって知り得た特定個人情報を他に漏らしてはならない。業務終

了後も、同様とする。 

 （特定個人情報の保護管理体制の維持） 

第３条 受託者は、業務において取扱う特定個人情報を適切に保護すると共に、法第２条第

１０項に定める特定個人情報ファイルを管理下におくための体制を整えていなければな

らない。 

 （特定個人情報を取扱う従業者の制限及び明確化） 

第４条 受託者は、業務の履行に当たり、特定個人情報を閲覧又は更新する従業者を必要最

小限に限定した上で明確にし、委託者に報告しなければならない。 

２ 前項の定める従業者に変更が生じた場合は、遅滞なく委託者に報告しなければならな

い。 

 （従業者に対する監督・教育） 

第５条 受託者は、特定個人情報等を本覚書に基づき適切に取扱うよう、従業者に対し必要

かつ適切な監督を行わなければならない。 

２ 受託者は、従業者に対し特定個人情報等の適切な取扱いについて理解を深め、特定個人

情報等の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行い、研修

結果を委託者に報告しなければならない。 

 （特定個人情報の取扱いの記録） 

第６条 受託者は、業務を履行する上で特定個人情報を閲覧又は更新した場合は、その対象

データ、取扱い種別及び従業者を適切に記録し、委託者の定める期間にわたって保存しな
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ければならない。ただし、業務に使用するシステムにより当該記録が自動的に取得される

場合は、この限りではない。 

 （受託目的以外の特定個人情報の利用の禁止） 

第７条 受託者は、業務を履行するため、特定個人情報を作成・収集し、又は利用するとき

は、業務の目的の範囲内で行うものとする。 

 （第三者への特定個人情報の提供の禁止） 

第８条 受託者は、特定個人情報が記録された文書、図画、写真、フィルム、又は電磁的記

録媒体（以下「特定個人情報が記録された資料」という。）を第三者に提供してはならな

い。 

 （特定個人情報の複写又は複製の禁止） 

第９条 受託者は、特定個人情報が記録された資料を委託者の承諾なしに複写又は複製し

てはならない。 

 （特定個人情報の無断持出しの禁止） 

第１０条 受託者は、特定個人情報が記録された資料について、委託者の承諾なしに、いか

なる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。 

 （１） 契約により指定された場所以外の場所に持出し、又は送付すること。 

 （２） 電子メール、ファックスその他の電気通信（電気通信事業法第２条第 1 号に規定

する電気通信をいう。）を利用して、契約により指定された場所以外に送信するこ

と。 

 （事故発生時の報告義務） 

第１１条 受託者は、業務を履行するに当たり、次の各号のいずれかに該当するときは、直

ちに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。 

 （１） 特定個人情報の漏えい、目的外利用、若しくは特定個人情報が記録された資料の

漏えい、滅失、目的外利用、若しくは委託者の承諾のない特定個人情報が記録され

た資料の複写、複製、持出し、送付、電気通信による送信又はその他の事故（以下

「特定個人情報又は特定個人情報が記録された資料の漏えい等」という。）が発生

したとき。 

 （２） 特定個人情報又は特定個人情報が記録された資料の漏えい等が発生するおそれが

あることを知ったとき。 

 （特定個人情報の返還、抹消又は廃棄義務） 

第１２条 受託者は、契約期間の満了後直ちに、特定個人情報が記録された資料を委託者に

返還、委託者の指示に従い抹消又は廃棄するものとする。 

２ 前項の規定により抹消又は廃棄をしたときは、書面をもって委託者に報告するものと

する。 

 （再委託の禁止又は制限） 

第１３条 受託者は、業務を自ら履行するものとし、業務の一部について、止むを得ず第三
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者と再委託（再委託以降の全ての段階における委託も含む。以下、同じ。）するときは、

必ず委託者の承諾を得るものとする。 

２ 前項の規定により委託者の承諾を得て再委託をするときは、受託者は再委託先と本覚

書と同等の内容の特定個人情報保護に関する覚書を締結し、その写しを委託者に提出し

なければならない。 

（受託者の事業所への立入調査に応じる義務） 

第１４条 委託者は、第１１条各号のいずれかに該当する場合又は必要があると認めると

きは、業務に係る受託者の事務所に随時に立ち入り、若しくは調査を行い、又は受託者に

参考となるべき報告、若しくは資料の提出を求めることができる。 

２ 受託者は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告、若しくは資料の提出を怠ってはな

らない。 

（損害賠償義務） 

第１５条 受託者が特定個人情報又は特定個人情報が記録された資料の漏えい等により委

託者に損害が生じたときは、受託者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。 

 （法的拘束力） 

第１６条 本覚書に定められた条項は法的に当事者を拘束するものとする。 

 この覚書締結の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を保有す

る。 

令和 年 月 日 

委託者 

印 

受託者 

住所 市川市八幡１丁目１番１号 

 市川市 

氏名 代表者 市長   

住所 

氏名 印 
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情報セキュリティ対策チェックリスト

・契約書に添付されている情報セキュリティ取扱特記事項の遵守状況を確認します。
・監督責任者より指示があった場合、「情報セキュリティ対策チェックリスト」をご提出下さい。(記載に不備がある場合、再提出をお願いします。)
・業務体制の変更又は、情報セキュリティインシデントが発生した場合、再度本チェックリストをご提出下さい。

契
約
概
要

契約名

契約期間

発注者

（長期継続契約）市川市生活保護受給者訪問等自立支援事業業務委託

令和8年6月1日～令和11年5月31日

市川市

受注者

担当者

担当者(記入者)

部署名：　　　　　　　　　　　　　　　　氏名：

部署名：　　　　　　　　　　　　　　　　氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　

発注者と受注者間における情報の受渡方法について、発注
者の承認を得ていますか。

□はい
□いいえ

情報を第三者に提供する場合、発注者の承諾を得ています
か。

□発注者の承諾を得て第三者に提供している
□発注者の承諾を得ずに第三者に提供している
□第三者に情報を提供していない

情報を発注者の承諾を得て第三者に提供する場合、必要
最小限の内容に制限していますか。

□必要最小限の内容に制限している
□内容は制限していない
□第三者に情報を提供していない

情報にアクセスする者は体制図の範囲内ですか。 □情報にアクセスする者は体制図の範囲内
□情報にアクセスする者は体制図の範囲外

記入日(注) 情報とは、形状・形態（紙・電子）を問わず本市が管理する情報を示します。

No. 確認内容 該当する□にﾁｪｯｸ記入、又は黒く塗りつぶす(■)

本件業務に関する情報(以下、「情報」という。)を収集、作成
又は利用するときは、本件業務の履行目的の範囲内で行っ
ていますか。

□履行目的の範囲内
□履行目的の範囲外
□該当なし(発注者から情報授受無し)

□はい
□いいえ

やむを得ず本件業務の一部を第三者に再委託するときは、
再委託する業務範囲を明示したうえで、必ず発注者の承諾
を得ていますか。

□再委託する業務範囲を明示し、発注者の承諾を得ている
□再委託しているが承諾は得ていない
□該当なし(再委託していない)

第三者に再委託する場合、再委託先の情報セキュリティの
管理体制を発注者に報告していますか。

□再委託先の管理体制を発注者に報告している
□再委託先の管理体制を発注者に報告していない
□該当なし(再委託していない)

情報について、契約上指定された作業場所以外の場所へ
持出し、または送付していませんか。

□作業場所以外の場所へ情報を持ち出していない
□作業場所以外の場所へ情報を持ち出している

情報システムに対しマルウェア対策ソフトを導入し、常に最
新の定義ファイルが適用されていますか。

□はい
□いいえ

脆弱性(ソフトウェア及び機器類における情報セキュリティ上
の欠陥や弱点)が改善された修正プログラムが公開された
場合は、速やかに対応していますか。

□はい
□いいえ

電子メール、ファックス等をこの契約により指定された作業
場所以外の場所に送信していませんか。

□作業場所以外の場所にメール・ファックス等は送信していない
□作業場所以外の場所にメール・ファックス等は送信している

情報を無断で複写及び、複製していませんか。 □発注者の許可を得て複製している
□発注者の許可を得ずに複製している
□情報を複写及び複製していない

情報セキュリティインシデントが発生した際は、受注者は直
ちに発注者に報告し、指示に従い、対応策を講じなければ
ならないことを知っていますか。またその体制はできていま
すか。

確認日 確認者

情報セキュリティに関する教育（研修等）、及び情報セキュリ
ティインシデントに対する訓練は実施していますか。

□はい
□いいえ

情報が不要となった際は、直ちに返却または、復元できない
ような形で廃棄することが必要です。どのように対応する予
定ですか。

□発注者に返却
□復元できない方法で廃棄（手法を具体的に：
）
□未定情報を廃棄した際は、発注者に対しどのように対応します

か。
□適切に廃棄すれば発注者に対する対応は不要
□発注者に口頭で報告
□発注者に書面で報告

受注者は、受注者又は再委託先が本取扱特記事項に定め
る規程を遵守せず、情報を漏えい、滅失、毀損、不正使用そ
の他の違反によって発注者又は第三者に生じた一切の損
害について、賠償の責めを負う事を知っていますか。

□はい
□いいえ

発注者 使用欄

（クラウドサービス利用に限る）
受注者は、自らが定める情報セキュリティポリシーの遵守に
ついて、定期的に監査を行っていますか。

□はい
□いいえ
□対象外
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業 務 完 了 報 告 書（          分） 

 

令和  年  月  日 

 

市 川 市 長  様 

 

 

住    所 

 

氏    名          印 

 

下記の通り業務が完了したので、報告をします。 

 

 

１．委託事務（事業名）   （長期継続契約）市川市生活保護受給者訪問等自立支援事業業務委託 

 

 

２．施行（納入）場所       市川市南八幡２丁目２０番２号 市川市役所第２庁舎５階 

市川市福祉部生活支援課 

 

 

３．契 約 年 月 日        令和  年  月  日 

 

 

４．支払期委託金額       金          円 

 

 

５．支払期業務期間        令和  年  月  日 から 

 

令和  年  月  日 まで 

 

 

６．支払期業務期間に    令和  年  月  日 

  おける完了年月日 

 

 

７．作  業  報  告        別紙、実績報告書のとおり 

 

 

 

別紙６ 



市　川　市　長

印

下記のとおり業務が完了したので、届出をします。

1.

2.

3. 令和 年 月 日

4. 円
（単価契約の場合は「委託金額」を選び、総額を記入してください）

令和 年 月 日 から
5.

令和 年 月 日 まで

6. 令和 年 月 日

別紙７

委託期間

完了年月日

施行（納入）場所

契約年月日

完　了　届

住　　　　所　

氏　　　　名　

（長期継続契約）市川市生活保護受給者訪問等自立支援事業業務委託

委託金額

市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市役所第２庁舎５階　市川市福祉部生活支援課

委託事務（事業名）

令和　　　年　　　月　　　日
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